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2018 年 9 月幹事会 
2018 年度会計幹事：楠瀬直⼈、⽥中照久 

 

会計幹事資料 
 

1. 2018 年 6 月演習セミナー 収支報告 
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2. 会計内規改訂 

① 6 月幹事会にて、功労会員あるいは特別会員の 8 月セミナーへの参加については、以下の 3 点を
基本方針とすることが決定した。 

原則、功労会員あるいは特別会員には案内しない。 
幹事会であらかじめ承認された先生方は招待する。 
そのうえで、招待されていない方から参加の申し出を受けた場合は、関係者で協議して RTD の議論
に有効と思われた場合は幹事会に図って参加の可否を決定する。 

 
② 幹事会メンバーを対象として 8/20 に実施したメール審議にて、講演者が例会に参加する場合、幹

事会であらかじめ承認された場合に限って宿泊費を実費支給（上限:15,000円）することが決定
した。 

 
③ 講演者および会⻑／名誉会⻑に交通費（例会年会セミナー演習セミナー）を支払う際のグリ

ーン料⾦の規定について、実態に⾒合った改定を本幹事会で新たに提案 
 
上記①②③について、会計内規に反映させるため、以下に改定案を示す。 
なお、会計内規の改訂箇所を赤字で示し、別途添付した。 
 
 
III. 参加費（セミナー） 
最終項に以下を追記 
 ⑭功労会員あるいは特別会員には原則として案内は⾏わず、幹事会であらかじめ承認された先生方

に限って招待（宿泊費を含む参加費は談話会負担）する。そのうえで、招待されていない先生方か
ら参加の申し出を受けた場合は、担当幹事で協議し RTD の議論に有効と思われた場合は、幹事会
に図って参加の可否を決定（宿泊費を含む参加費は談話会負担）する。 

 
⑭項の追記に伴い、⑧項を一部修正 
 ⑧セミナーは参加者１名あたり４万円とする。ただし、経費に応じて変更することがある。 

会⻑、名誉会⻑、および常任幹事、功労会員および特別会員が参加された場合の参加費（宿泊
費を含む）は談話会負担とする。 
内訳は右記の配分とする。  宿泊費：１万５０００円（2 泊分） 

参加費：２万５０００円 
ウェルカムパーティーおよび意⾒交換会は参加費に含まれるものとする。 
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VI. 交通費（例会年会セミナー演習セミナー） 
支払い額の最終項に以下を追記 
 ⑥講演者が例会に参加する場合、幹事会であらかじめ承認された場合に限って宿泊費を実費で支給

する。但し、上限額は１５，０００円とする。 
 
支払い額 ④項の一部を実態に⾒合った内容に修正 
④企業に所属しない６０６５歳以上の講演者および会⻑／名誉会⻑にはグリーン料⾦

（300200km 以上の場合に限る）を加算する。ただし、座⻑のみの依頼者にはグリーン料⾦は加算 
しない。 
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＜会計内規 改訂箇所抜粋＞ 
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3. 寄付⾦の納付について 

ADDI-2018（香港;Dec./2018）への寄付 
幹事会メンバーへのメール審議結果に基づき、7/3 付で薬物動態談話会から 2,000US$の寄付を
実施した。（薬物動態談話会の支援について要旨集にロゴが掲載される予定） 

 

 


